
１５ 改札口 

 

項  目 整備基準(太字：ゴシック)  ハ－トビル法誘導基準(●) 備    考 

 

 

 

 

 幅 

 

 段差解消 

 

  公共交通機関の施設に改札口を設ける場合にあっては、その１ 

 以上は、次に定める構造であること。 

 

 (一) 幅は、内法が80㎝以上であること。 

 

 (二) 床面には、通行の際に支障となる段差が設けられていない 

   こと。 

 

 （設計上の参考） 

 ・誘導用床材を出入口から券売機、改札口、便所などまで連続して設置する。 
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